
現　　　　　行

県産飼料用稲わら利用拡大事業費補助金交付要綱 県産飼料用稲わら利用拡大事業費補助金交付要綱

　　制定：令和７年６月２７日付け滋畜第479号
　最終改正：令和8年５月１８日付け滋畜第４１５号

制定：令和７年６月２７日付け滋畜第479号

（趣旨） （趣旨）

第１条　知事は、令和８年度において県内での飼料用稲わら（以下「稲わら」）の収集を
拡大するため、これまで稲わらが収集されていないほ場で稲わらを収集し、かつ家畜
ふん堆肥を散布する取組に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交
付するものとし、その交付に関しては、「滋賀県補助金等交付規則」（昭和48年滋賀県
規則第９号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによ
るものとする。

第１条　知事は、県内での飼料用稲わら（以下「稲わら」）の収集を拡大するため、これ
まで稲わらが収集されていないほ場で稲わらを収集し、かつ家畜ふん堆肥を散布す
る取組に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、そ
の交付に関しては、「滋賀県補助金等交付規則」（昭和48年滋賀県規則第９号。以下
「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

本文、以下省略 本文、以下省略

　　　付　則
この要綱は、令和８年５月１８日から施行し、令和８年度の補助金に適用する。

追加

県産飼料用稲わら利用拡大事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改　　正　　案



現　　　　　行

別記様式第１号、第２号、第3号ー１　　　省略 別記様式第１号、第２号、第3号ー１　　　省略

県産飼料用稲わら利用拡大事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改　　正　　案

別記様式第３号－２（第３条、第４条、および第７号関係）

氏名 住所
稲わら収
集面積①

堆肥散布
面積②

①または②の
いずれか小さ
い面積(A)

堆肥の
種類

堆肥の
形状

稲わら収
集面積③

堆肥散布
面積④

③または④の
いずれか小さ
い面積(B)

堆肥の
種類

堆肥の
形状

(a) (a) (a) (a) (a)

※前年度計画（実績）および今年度計画（実績）は、稲わらの収集面積（①、③）か堆肥の散布面積（②、④）のいずれか少ない面積を基準面積とします。

（確認者）　（耕種農家・稲わら供給者）

住所

名称

代表者氏名　

（発行責任者・担当者）

氏名

（電話番号）

注１>堆肥の種類は「きゅう肥」、「おがくず堆肥」、「もみがら堆肥」のいずれかを記入
注２>堆肥の形状は「完熟堆肥」、「ペレット堆肥」のいずれかを記入
注３＞特殊肥料の届け出書の写しを添付

稲わら収集、堆肥散布計画（実績）取組者内容確認書

上記のとおり畜産農家に稲わらを供給し、堆肥の供給を受ける（受けた）ことを証明します。

事業実施主体名：

畜産農家
（稲わら利用者）

前年度(令和７年度)計画（実績） 今年度(令和８年度)計画（実績）

備考
取組拡大
面積(B-A)



現　　　　　行

別記様式第3号ー３～第９号　省略 別記様式第3号ー２～第９号　省略

県産飼料用稲わら利用拡大事業費補助金交付要綱　新旧対照表

改　　正　　案

別記様式第３号－２（第３条、第４条、および第７号関係）

氏名 住所
稲わら収
集面積①

堆肥散布
面積②

①または②の
いずれか小さ
い面積(A)

堆肥の
種類

堆肥の
形状

稲わら収
集面積③

堆肥散布
面積④

③または④の
いずれか小さ
い面積(B)

堆肥の
種類

堆肥の
形状

(a) (a) (a) (a) (a)

※前年度計画（実績）および今年度計画（実績）は、稲わらの収集面積（①、③）か堆肥の散布面積（②、④）のいずれか少ない面積を基準面積とします。

（確認者）　（耕種農家・稲わら供給者）

住所

名称

代表者氏名　

（発行責任者・担当者）

氏名

（電話番号）

注１>堆肥の種類は「きゅう肥」、「おがくず堆肥」、「もみがら堆肥」のいずれかを記入
注２>堆肥の形状は「完熟堆肥」、「ペレット堆肥」のいずれかを記入
注３＞特殊肥料の届け出書の写しを添付

稲わら収集、堆肥散布計画（実績）取組者内容確認書

上記のとおり畜産農家に稲わらを供給し、堆肥の供給を受ける（受けた）ことを証明します。

事業実施主体名：

畜産農家
（稲わら利用者）

前年度(令和６年度)計画（実績） 今年度(令和７年度)計画（実績）

備考取組拡大
面積(B-A)


